
令和４年度「はちのへホコテン」 
ストリート出店 募集要項 

１．出店資格 
（１）中心商店街で営業している方 

※中心商店街区域は、八戸市中心市街地活性化基本計画で定める区域となります。 
（２）中心商店街以外の方（下記要件を満たし、実行委員会の承認を受けた方） 

①本事業の趣旨・目的に賛同し、地場産品や地域ブランド商品の紹介・販売、食育や地産地
消をテーマとした飲食提供など、八戸らしい地域性を活かした出店であること 

②公共性・公益性があり中心市街地の活性化に資する出店であること 
③実行委員会の注意事項を遵守し、協力して運営にあたることができる方 

 （３）反社会的勢力やこれに準ずる者と関係がなく、また将来的にも関係を持たない方 
    ※新規出店時に、「反社会的勢力でないこと等に関する表明・確約書」へ署名･捺印していた

だきます。

２．出店募集日・申込締切日等
 （１）募集日／５月 10 月の毎月最終日曜日。 

回数 開催日 申込締切
第１回 ６月 26 日（日） －
第２回 ７月 31 日（日） －
第３回 ８月 28 日（日） ７月 20 日（水）
第４回 ９月 25 日（日） ８月 19 日（金）
第５回 10 月 30 日（日） ９月 20 日（火）

（２）出 店 時 間／11 30 15 30 
（３）交通規制時間／11 00 16 00       

※出店の可否につきましては、実行委員会で協議の上、約 2 週間前にご連絡致します。 

３．出店場所 
 （１）十三日町 三日町（チーノ前 さくら野前）の交通規制路上
（２）出店スペースは、１コマ幅６ｍ×奥行き３ｍとなります。 
（３）出店場所については実行委員会で決定し、後日連絡させていただきます。 
（４）参加場所、スペース、設置物等に関して、実行委員会の判断により調整をさせていただく場

合があります。 
（５）音響設備については、ワイヤレス機器の干渉やステージイベントとの兼ね合いもございます

ので、ご利用の場合は必ず参加申込書にご記入ください。事前申請なく持ち込んだ場合や大
規模な設備は使用を控えていただく場合がございます。 

４．運営協力費（ホコテンの運営費に充当します）
中心商店街で営業している方 中心商店街以外の方 

１コマ 1,500 円（税込） １コマ 2,500 円（税込） 
  ※出店をキャンセルする場合は、開催日の２週間前までにご連絡ください。それ以降のキャンセ

ルは、運営協力費と同額分を請求致します。当日の無断キャンセル及びキャンセル料をお支払
頂けない場合は、次回以降の出店をお断りさせていただく場合がございます。 

５．準備物 
（１）出店に必要な準備物（機材、電源、備品、消火器等）は各自でご用意ください。 
（２）「臨時営業許可申請」などの出店に必要な許認可については、各自で申請してください。 
（３）食品衛生上の観点から、臨時営業許可書等のコピーの添付をお願い致します。 
（４）アルコール販売を行う場合は、出店申込書にその旨を必ず記入してください。また、泥酔者

への販売や飲酒をしながらの販売はご遠慮ください。 
（５）イベント中に調理または展示車両を配置する場合は、出店申込書にその旨をご記入の上、車

両の写真を添付してお申し込みください。車両が当イベントの景観・雰囲気を損なわないも
のかを判断の上、配置可否をお知らせ致します。 

※この要項は、予告なく変更・追加す
る場合があります。また、飲食の出
店はコロナの感染状況により実施し
ない場合があります。



６．設置・撤去 
（１）出店者同士による配置場所の調整等のため、当日は 11 時に必ず集合の上、準備を開始して 

ください。車両からの一時的な搬入は、交通状況に充分注意の上、10 時 45 分までに完了し 
てください。 

（２）交通規制は 16 時に解除されます。15 時 30 分 15 時 55 分までに路上の撤去を完了してく 
ださい。 

（３）イベント終了時間前の途中撤去及び車両の進入等は禁止しています。 
（４）設置物（テント等）の配置、雨天による途中撤収など当日の運営に関する事項については、

実行委員会の指示に従ってください。 
（５）調理等で出た事業ゴミは、各自でお持ち帰りください。

７．開催中止の場合 
悪天候による開催中止の場合は、原則として当日 9 時までに判断し、電話で連絡致しますので、
申込書には当日連絡可能な電話番号を必ずご記入ください。また、その他の理由により開催を中
止する場合もございますので、(株)まちづくり八戸のホームページまたは Facebook をご確認く
ださい。 
※(株)まちづくり八戸 URL https://8town.co.jp 
※Facebook URL https://www.facebook.com/machidukurihachinohe/ 

８．安全性の確保 
 （１）いかなる場合でも、来場者の安全確保を考慮して行動してください。 
 （２）テントを設置する場合は、強風対策のための重りを各自で必ず設置してください。お忘れの

際は、1 回のみ 1,500 円(税込/4 個セット/数に限りあり)でレンタル致します。2 回目以降
で準備頂けない場合は、当日でも出店を取りやめて頂く場合もございます。 

 （３）災害時の対応として、消火活動や来場者の避難誘導にご協力頂く場合があります。 
（４）交通規制時間中における会場内への車両進入を防ぐため、交通規制区間の開始・終了地点に

搬入出車両を配置していただける出店者を３、４名募集しています。車両の配置場所や希望
者多数の場合は、実行委員会で調整させていただきますのでご了承ください。なお、事故等
により車両が破損した場合は、当事者間でのやり取りとなりますのでご了承ください。 

９．防火対策の徹底【消防署の査察が毎回ありますので必ず遵守してください】 
（１）発電機などに燃料を給油するときは必ずエンジンを止めてください。 

 （２）燃料の携行缶は、火の気が無く直射日光の当たらない場所に保管してください。 
 （３）給油の際は、万が一こぼれても周囲、人体に危険を及ぼさない場所で行ってください。 
 （４）ガスボンベのゴムホースに劣化がある場合は、必ず交換してください。 
 （５）ゴムホースの接続部分の緩みや取り外す時のバルブの閉め忘れに注意してください。 
 （６）ガスボンベは容易に転倒しないように設置してください。 
 （７）カセットコンロを使用する場合は、ボンベが高温にならないようご注意ください。
 （８）飲食調理等に伴い火気を使用する場合は、各自で必ず消火器をご用意ください。 
（９）消防署の査察において指摘された箇所の改善が見られない場合、次回以降の出店をお断りさ

せていただく場合がございます。１度指摘を受けた箇所は、次回までに必ず改善して下さい。 

10．申込方法 
 （１）出店申込書に必要事項をご記入の上、FAX やメール、郵送にて事務局にお申し込み下さい。 
（２）出店スペースが埋まり次第締め切りとさせていただきます。 
（３）開催日当日の飛び入り参加は出来ません。 

11．申込先・問合先 
はちのへホコテン実行委員会 事務局／八戸商工会議所地域振興課 
〒031-8511 八戸市堀端町 2-3 TEL 0178-43-5111 FAX 0178-46-2810 
MAIL hokoten@8cci.or.jp URL https://8town.co.jp 



新型コロナウイルス感染防止対策     
 【ストリート出店／ストリートイベント向け】  

１．消毒液の設置及びお客様が手を触れる箇所の消毒 
（１）自店スタッフ・お客様用の消毒液を準備してください。 
（２）お客様が手を触れるもので消毒ができない物（生鮮食品他）につきましては、個包装で 

の販売を推奨します。準備できない場合は、お客様に使い捨ての手袋を着用していただ 
くか、自店スタッフの対応により、お客様が手を触れないように配慮してください。 

２．マスク及びフェイスシールド、使い捨て手袋の着用 
（１）原則各店でご準備ください。お忘れの際は本部で販売します。 

３．体温37.5℃以上や倦怠感などで体調のすぐれない方は、イベント会場への入場を禁止 
（１）当日は、各自検温の上ご来場ください。 
（２）検温ゲートを設けますのでご活用ください（下記 5-（３）参照） 

４．試食・試飲・食べ歩きの禁止 

５．主催者の感染防止への取り組み 
（１）ソーシャルディスタンスの確保
    ①通常より各店の距離を離して設置します。 

②来場者用イス・テーブルはマチニワ隣接地に設置します。 
③ステージイベントのライブ会場は出演者と観客の間隔を10ｍ以上確保します。 

（２）消毒の実施 
   ①消毒液を交差点４個所、本部他に設置します。 
   ②来場者用イス・テーブル・ステージイベント用マイクは随時消毒します。 
（３）来場者への依頼 
    ①マスクの着用（乳幼児は未着用可）を義務化します。 

⇒着用していない方には販売します。 
    ②検温ゲートを設置します。 

⇒来場者はゲートから入場するよう誘導し37.5℃以上の方は入場をお断りします。 
③スタッフによる巡回を行い感染対策の実施状況を確認します。 

６．その他 
 （１）感染の拡大状況により、急遽開催を中止する場合もございます。 
 （２）感染防止対策を行っていただけない場合はご出店をお断りします。 
 （３）気温が高い場合は、こまめな水分補給など熱中症対策を行ってください。 
 （４）キャッシュレス決済やコイントレー等の使用を励行します。 
 （５）行列の間隔を確保し、お客様同士の距離を保つように注意してください。 


